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１ 令和２年度における障害保健福祉行政事務指導監査の実施について 

 

（１）障害者総合支援法等に基づく指導監査について 

 

ア 指導監査の実施等 

都道府県等においては、障害者総合支援法等の関係法令、通知等を参照

の上、引き続き指定障害福祉サービス事業所等に対する適切な指導監査の

実施をお願いしたい。  
また、指定障害福祉サービス事業者、指定障害児通所支援事業者等（以

下「事業者」という。）に対する指導監査の実施に当たっては、法令、基

準の遵守と適切なサービス提供などに重点を置いた指導を実地に行うと

ともに、都道府県においては、管内市町村に対し、適切な支給決定に重点

を置いた指導をお願いしたい。  
さらに、事業者の不正受給等による指定取消事案や障害者に対する虐待

事案が散見されるが、これらは制度の根幹を揺るがすとともに、人権に関

わる問題であることから、関連する情報が寄せられた場合には、関係機関

等との連携のもと、監査への変更や行政上の措置など、機動的かつ適切に

対応するようお願いしたい。  
なお、実地指導は、各事業所における利用者の生活実態、サービス提供

状況、報酬基準の適合状況等を直接確認しながら事業者の気づきを促すな

ど、よりよいケアの実現を図るために有効な取組みであり、厚生労働省で

は一定のサイクルでの実施指導を行うよう助言しているところであるが、

実地指導を受けない事業所が多く存在することは、ひいてはサービス利用

者の不利益につながる可能性が高い。 

このような観点から、各自治体にはより積極的な実地指導の実施をお願

いするとともに、特に指定の有効期間内に１回も実地指導を行えていない

自治体においては、実施計画や、実施体制などについて積極的に改善され

たい。 

おって、令和元年度、厚生労働省の都道府県等に対する実地指導の結果、

是正又は改善を図る必要があるとした主な指摘事項については、以下のとお

りとなっているので、これらを踏まえて適切に対応するようお願いしたい。 
（主な指摘事項） 

・ 事業者に対する実地指導が低調 

・ 指定自立支援医療機関に対する指導が未実施又は不十分 

・ 自立支援医療費の支払いに係る審査点検が未実施又は不十分  
 

  イ 指定取消処分の連座制適用時の各都道府県への通知について 

    一つの都道府県を超えて事業実施する事業者等が増えていることから、

指定取消となった事業者情報は全都道府県で共有することが重要である。 
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    このため、「業務管理体制の整備等の施行について」（平成 24 年 3 月

30 日障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知）において、指定

取消案件に組織的関与が認められた通知を受けた指定権者は、各都道府県

知事に当該役員等の氏名等を通知することとされているので、本施行通知

に基づいて、昨年７月に周知した連絡窓口へ通知していただくよう引き続

き、よろしくお願いする。 

 

   ＜参考＞「業務管理体制の整備等の施行について」（平成 24 年３月 30

日障企発 0330 第５号、障障発 0330 第 12 号障害保健福祉部企画・障害福

祉課長通知） 

  第二 ４ 

（2）不正行為に対する組織的関与の有無に応じた連座制の適用 

     ウ …また、業務管理体制の監督権者から、指定取消処分の理由とな

った不正行為について組織的関与があった旨の通知を受けた当該

事業所の指定権者は、連座制が適用されることにより、当該事業者

の役員等については、指定・更新の欠格事由に該当することから、

（指定権者が市区町村長の場合は、都道府県を通じて）各都道府県

知事に当該役員等の氏名等を通知し、通知を受けた都道府県知事は

市町村長に通知すること。… 

 

ウ 非常災害対策計画の策定等に関する指導・助言について 

近年、頻発する自然災害の発生状況等に鑑み、実地指導等においても、

利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の徹底を図るため、地域の

実情に応じた非常災害に関する具体的計画（非常災害対策計画）の策定

や避難訓練の実施状況等に関し確認いただくとともに、必要に応じた助

言等をお願いしたい。  
なお、水防法又は土砂災害防止法に基づき市町村地域防災計画に定めら

れた洪水等の浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施

設では、水害や土砂災害に対応した避難に係る計画（避難確保計画）の作

成が義務付けられているところであるが、この要配慮者利用施設の避難確

保計画の点検に際しては、「水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設にお

ける避難計画点検マニュアル」（『「水害・土砂災害に係る要配慮者利用

施設における避難計画点検マニュアル」の周知及び点検の実施について』

（平成 29 年 6 月 19 日付け雇児総発 0619 第 1 号、社援保発 0619 第 1 号、

障企発 0619 第 2 号、老推発 0619 第 2 号、老高発 0619 第 1 号、老振発 0619
第 1 号、老老発 0619 第 1 号、国水環防第 5 号、国水砂第 10 号）の別紙２）

の記載内容も参考にされたい。  
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（２）指定障害福祉サービス事業者等に係る業務管理体制の監督について 

ア 事業者に対する業務管理体制整備に関する届出の周知徹底等 

令和元年度における厚生労働省の都道府県等に対する実地指導の結果に

おいても、一市町村内で実施の特定相談支援あるいは障害児相談支援の事

業者に係る業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の受付を誤

って県で行っている事例がいまだ複数県で確認されている状況である。 

また、新規参入事業者の届出や既届出事業者の届出事項変更に伴う変

更届については、遅滞なく行うこととされており、都道府県等において

は、届出未済防止の観点から、新規指定申請・指定更新時や集団指導・

実地指導時など、事業者と接する機会を捉えて、制度の周知・届出の確

認を行う等届出受理業務に遺漏のないようお願いしたい。 

なお、届出を受けた際には、他の自治体による届出先の把握のために

も速やかに【障害福祉】業務管理体制データ管理システムに入力し、情

報共有に努められたい。 

 

イ 業務管理体制に係る一般検査 

一般検査は、事業者が整備した業務管理体制について、定期的にその

運用実態の報告を求め、当該事業者の規模・組織形態等を勘案した上で

有効に機能する仕組みとなっているか確認し、必要に応じ改善に向け事

業者が自主的に取組むよう助言を行うものである。都道府県等において

は、全ての事業者を対象としつつ地域の実情に応じ計画的に検査を実施

されるようお願いしたい。 

なお、一般検査の実施方法については、事業者の業務管理体制の整備・

運用状況を適切に確認できる方法であれば、実地検査に限らず書面検査

によることも差し支えなく、事業所指導に付加した一体的実施や社会福

祉法人に対する指導監査と併せて実施することも可能であり、効率的な

実施方法を検討されたい。 

 

ウ 業務管理体制に係る特別検査 

特別検査は、指定の取消処分に相当する事案が発覚した事業者に対し、

その本社等への立入検査を行い、業務管理体制の整備についての取組の

状況や不正行為への組織的関与の有無等を検証するものである。   

都道府県等においては、事業者に対して指定取消処分等を行う場合、

当該事業者に対する特別検査を実施されるようお願いしたい。 

また、特別検査の実施の契機は、指定等取消処分に至った事案に限らず、

効力停止処分の事案についても積極的に行い、以後、サービスが適切に提

供されるよう、業務管理体制の不備について検証し、再発防止策の策定等

の改善を求められたい。 

なお、指定取消相当の処分を行う事業者の指定権者が異なる場合にお

いては、当該自治体と緊密に連携の上、特別検査を実施されるようお願

いしたい。 
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おって、各自治体においては、様々な機会を通じて法令等を遵守した

適正な事業運営の指導の徹底をお願いしたい。 

 

  令和元年度、厚生労働省の都道府県等に対する実地指導の結果、是正又

は改善を図る必要があるとした主な指摘事項は、以下のとおりとなってい

るので、これらを踏まえて適切に対応するようお願いしたい。 

（主な指摘事項） 

・ 届出をしなければない事業者から届出書が未提出 

・ 届出事項の変更届出が未提出 

・ 検査要綱が未策定 

・ 一般検査が未実施 

 

エ 業務管理体制に係る事務・権限の都道府県から中核市への移譲について 

  移譲については、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律」（第７次地方分権一括法）に

おいて、児童福祉法及び障害者総合支援法の一部が改正され、児童福祉法

上の指定障害児通所支援事業者、障害者総合支援法上の指定障害福祉サー

ビス事業者及び指定障害者支援施設の設置者並びに指定一般相談支援事

業者（いずれも全ての事業所又は施設が一の中核市の区域内にあるものに

限る。）の業務管理体制の整備に関する届出の受理等の事務・権限につい

て、都道府県から中核市への移譲が平成 31 年４月１日から施行されたと

ころである。 

  各中核市におかれては、適宜、各都道府県と連携を図っていただく等し

て、引き続き、適切に対応するようお願いしたい。 

 

（３）特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務指導監査等について 

都道府県においては、「特別児童扶養手当市町村事務取扱準則」（平成 23

年 4 月 1 日障発 0401 第 5 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

及び「児童扶養手当及び特別児童扶養手当関係書類市町村審査要領」（昭和

48 年 10 月 31 日児企第 48 号厚生省児童家庭局企画課長通知）を踏まえて、

引き続き、適正な指導監査の実施をお願いしたい。 

また、地方事務所等に指導監査を委任等している都道府県にあっては、監

査マニュアルの作成及びこれらに関する研修を行うこと等により、監査担

当職員の資質の向上、統一的な指導監査の実施をお願いしたい。 

令和元年度、厚生労働省において都道府県及び指定都市に対し実施した指

導監査の結果、是正又は改善等を図る必要があると指摘した主な項目は以

下のとおりとなっているので、今後、これらを踏まえて適切に対応するよ

うお願いしたい。 
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ア 特別児童扶養手当 

（主な指摘事項） 

・ 総合的判定に当たり、総合的判断理由の記録がないか、記録内容が

不十分 

・ 認定事務の遅延 

・ 受付処理が不適切（添付書類の不備、受付日の未記入 等） 

・ 受給者等の所得確認が不十分（所得更正があった場合に更正後の所

得の確認が未実施 等） 

・ 所得状況届が２年間未提出の者に対して、提出命令書を記録が残る

方法により送付していない 

・ 資格喪失日の誤り又は確認が不十分 

 

イ 特別障害者手当等 

（主な指摘事項） 

・ 受付処理が不適切（添付書類の不備、受付日の未記入 等） 

・ 障害程度の適正な認定のための嘱託医が未配置 

    ・ 障害児福祉手当及び特別障害者福祉手当等事務取扱細則が未策定 

・ 受給者等の所得確認が不十分（所得更正があった場合に更正後の所

得の確認が未実施 等） 

 

（４）精神科病院に対する実地指導について 

都道府県及び指定都市においては、毎年度、管内の精神科病院に対する

実地指導等を計画的に実施することにより、精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（以下「精神保健福祉法」という。）の適正な運用の推進を

お願いしたい。  
厚生労働省においても、都道府県等に対し精神保健福祉法に関する行政

事務指導監査を実施し、併せて都道府県等の精神科病院に対する実地指導

の検証を行ったところであるが、その結果、是正又は改善を図る必要があ

るとした主な指摘事例については以下のとおりとなっているので、今後、

これらを踏まえて適切に対応するようお願いしたい。  
  （主な指摘事項）  

・ 医療従事者（常勤指定医を含む。）の不足  
・ 定期病状報告書の遅延等  
・ 要措置者の入院先選定等の不適正  
・ 医療保護入退院届の遅延  
・ 精神医療審査会の審査結果通知の遅延  
・ 保健福祉手帳の発行に係る事務処理の遅延  
・ 入院形態の変更を検討（任意入院⇔医療保護入院など）  
・ 診療録の記載が不適切  
・ 患者預り金の管理方法が不適切  
・ 患者負担金の徴収が不適切又は説明不足 等々  
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なお、これらに適切に対応するため、福祉及び医療の各関係部局が連携

した対応を図るとともに、「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」

（平成 10 年 3 月 3 日障第 113 号、健政発第 232 号、医薬発第 176 号、社援

第 491 号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、健康政策局長、医薬安全局長、

社会・援護局長通知）等に基づく、適正かつ効果的な実地指導を実施し、人

権に配慮した適正な精神医療の確保及び入院者の適切な処遇の確保を図ら

れるようお願いしたい。  
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２  令和２年度厚生労働省障害保健福祉行政事務指導監査実施計画等について 

 

（１）障害者自立支援業務等実地指導実施計画について 

厚生労働省における障害者自立支援業務等実地指導については、障害者総

合支援法等に基づく障害福祉サービスの給付事務等の状況、都道府県等が行

う指定障害福祉サービス事業者等（以下「事業者」という。）の指定事務及

び指導監査並びに市町村に対する助言等の状況を対象として、別紙の計画

（案）により実施することとしているので、特段のご協力をお願いしたい。 
また、平成２４年度より障害者総合支援法に基づく事業者の指定事務等が

都道府県から指定都市及び中核市に移譲されたことを踏まえ、指定都市及び

中核市に対して、令和２年度においても都道府県と同様の指導を行うことと

しているのでよろしくお願いしたい。  
（実地指導の主な項目） 

・ 都道府県等における指導体制 

・ 都道府県の市町村に対する指導状況等 

・ 事業者に対する指導監査状況等 

・ 事業者の指定事務等 

・ 自立支援給付支給事務等の事務処理状況等  
・ 事業者の業務管理体制の監督状況等  

 
（２）特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務指導監査実施計画

について 

  厚生労働省における特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務に

関する指導監査については、特別児童扶養手当支給事務の実施状況、特別児

童扶養手当提出事務に係る市区町村への指導監査の実施状況及び特別障害

者手当等支給事務に係る管内実施機関への指導監査実施状況等を対象とし

て実施するほか、管内の市区における特別児童扶養手当提出事務及び特別障

害者手当等支給事務についても対象としており、別紙の計画（案）により実

施することとしているので、特段のご協力をお願いしたい。 

（指導監査の主な項目） 

   ○ 都道府県・指定都市 

    ・ 特別児童扶養手当支給事務の実施状況 

     ・ 特別児童扶養手当提出事務に係る市区町村への指導監査の実施状況 

     ・ 特別障害者手当等支給事務に係る管内実施機関への指導監査の実施

状況 

  ○ 市（区） 

     ・ 特別児童扶養手当提出事務の実施状況 

     ・ 特別障害者手当等支給事務の実施状況 
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（３）公衆衛生関係行政事務指導監査（精神保健福祉法関係）実施計画について 

厚生労働省における精神保健福祉法関係行政事務指導監査については、都

道府県・指定都市を対象に公衆衛生関係行政事務指導監査（精神保健福祉法

関係）として別紙の計画（案）により実施することとしているので、特段の

ご協力をお願いしたい。 

また、令和２年度においても当該指導監査の際に、精神科病院入院者の人

権確保、適正な医療及び保護の観点から、精神科病院に対する実地指導の実

地検証を併せて行う場合があるので、対象とされた精神科病院における指導

監査が円滑に実施できるようご配慮をお願いしたい。 

  （指導監査の主な項目） 

   ・ 精神科指定病院の指定基準の遵守状況 

   ・ 精神科病院の実地指導及び実地審査状況 

   ・ 措置入院及び医療保護入院に係る事務処理状況 

   ・ 精神医療審査会の状況 

   ・ 精神医療費の公費負担事務処理状況 

   ・ 精神科病院に対する実地指導等の実地検証  
   ・ 精神障害者保健福祉手帳の交付状況  
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【令和２年度計画】※現時点の予定であり今後変更もあり得る。      （別紙） 

 

１．障害者自立支援業務等実地指導実施計画（案）  

実施期間 自  治  体  名 備    考 

別途通知

する。 

（都道府県）             ［１８] 

北海道、岩手県、山形県、福島県、栃木県、埼玉県、

千葉県、山梨県、富山県、福井県、滋賀県、京都府、

和歌山県 島根県、山口県、香川県、大分県、鹿児

島県 

（指定都市）             [ ６] 

札幌市、さいたま市、千葉市、相模原市、浜松市、

京都市 

（中核市）              [１９] 

盛岡市、山形市、福島市、宇都宮市、川越市、船橋

市、小田原市（新）、甲府市、富山市、豊橋市、福

井市、大津市、和歌山市、松江市（新）、倉敷市、

下関市、高松市、大分市、鹿児島市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[計４３] 

 

２．特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務指導監査実施計画(案)  
実施期間 自   治   体   名 備  考 

別途通知 

する。 

 

 

 

 

 

（都道府県）             ［２０] 

北海道、青森県、岩手県、秋田県、福島県、埼玉県、

福井県、山梨県、長野県、三重県、兵庫県、和歌山県

鳥取県、岡山県、徳島県、高知県、佐賀県、長崎県、

熊本県、沖縄県 

（指定都市）                      ［２] 

 札幌市、熊本市 

(注)実地検証

を行う市(区)

については、追

って連絡する。 

 

 

[計 ２２] 

 

３．公衆衛生関係行政事務指導監査（精神保健福祉法関係）実施計画（案）】 

実施期間 自  治  体  名 備   考 

別途通知  
する。  

 
 

（都道府県）            ［１７] 

青森県、千葉県、東京都、新潟県、富山県、石川県、

長野県、岐阜県、静岡県、滋賀県、和歌山県、岡山

県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、大分県 

 

（指定都市）            ［ ７］ 

さいたま市、名古屋市、大阪市、神戸市、岡山市、

広島市、福岡市 

 

（注）精神科

病院の実地検

証を併せて実

施する自治体

については別

途通知する。 

 

[計 ２４]   
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（４）平成 30 年の地方からの提案等に関する対応について 

   平成 30 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 30 年 12 月 25 日閣

議決定）において、障害者支援施設等に対する施設監査について、「地方公

共団体の事務負担の軽減を図るため、利用者に対する処遇の質の確保に留意

しつつ、監査事務を効率化する方向で検討し、2019 年度中に結論を得る。」

とされたところである。 

 

このため、厚生労働省においては本年度の障害総合福祉推進事業において、

監査事務の効率化に関する調査研究を行っているところであるが、これらの調

査研究結果等も踏まえ、今後、監査事務に関して、資料１の内容の所要の見直

しを予定しているので御了知願いたい（通知の発出予定、別添参考資料１参照）。 

 

 当該通知内容については、一定期間を経て自治体等アンケートを行い、さ

らなる改善を図ることを検討しているが、各自治体においては、当該通知を

踏まえた監査事務の実施とともに、課題や改善方策についても把握願いたい。 

 

２）確認項目の効率化等

３）施設監査の所要時間の短縮

１）施設監査の実施頻度＜重点化＞

４）関連する法律に基づく指導・監査
の同時実施

５）運用の標準化

６）施設監査における文書の効率的活用

入所者の保護

・ 指定障害者支援施設の実地指導で代替出来る確認項目は施設監査の確認項目から除外可
（参考：現在の確認項目 約８０項目 ⇒ 今後の確認項目 約６０項目（削減率約▲２割））

・ また、確認文書については基本的にＰＣ保管（電子保存）の資料は施設のＰＣ画面上で
書類を確認するなど、施設に配慮した確認方法にも留意することとする。

効率化・標準化案の内容

・確認項目の効率化等を踏まえて施設監査を行うことで、一の施設あたりの所要時間の短縮を図る。

・ 指定障害者支援施設について、過去の実地指導等において問題が無いと認められる場合は、
新たに３年に１回の監査とすることも可能とする。

（注）障害児入所施設（児童福祉施設）を除く。
・ 一方、ガバナンス等に大きな問題があると認められる施設に対しては、例えば毎年度１回以上

監査を実施するなど、指導監査の重点化を図る。

・ 関連する法律に基づく指導・監査等との合同実施については、適宜事業者の意向も勘案の上、
同日又は連続した日程での実施を一層推進する。

・ 実施通知は遅くとも実施の１ヶ月前まで（可能な限り1ｹ月以上前）に通知するとともに、
当日の概ねの流れもあらかじめ示すものとする。

（注）事前に通告を行うことなく監査等を実施することが必要な場合を除く。
・ 利用者の記録等の確認は原則３名までとする。

・ 確認する文書は原則として施設監査の前年度から直近の実績までの書類とする。
・ 事前又は当日の提出文書は１部とし、自治体が既に保有している文書の再提出は不要とする。

特に①内容の重複防止（（a）事前提出資料と当日確認資料の重複、（b）法人内で同一で
ある書類の施設・事業所ごとの重複提出等）や、②既提出文書（指定申請等の提出済の書類等）
の再提出不要の徹底を図る。

効果
サービスの質の確保・向上（よりよいケアの実現）

より多くの障害者支援施設の施設監査
（※施設監査業務の効率的・効果的実施に資するよう、令和２年度に施設監査業務の留意事項等に関して通知予定）

不適正事案等の防止

その他の留意事項

・個々の指導内
容については具
体的な状況や理
由を良く聴取し、
根拠規定やその
趣旨・目的等に
ついて懇切丁寧
な説明

・担当者の主観
に基づく指導は
行わない。
・高圧的でない
言動による事業
者との共通認識
に基づく適切な
助言の実施
・施設管理者以
外の同席も可能
（実情に詳しい
従業者等）

など

障害者支援施設等に対する施設監査の効率化等（案）の概要
背景 ②障害者支援施設の業務負担（人材確保が厳しい中で、また専門人材

がケアに集中し、質を確保する等のため、業務負担を軽減させることも重要）
①自治体の業務負担や実施状況の差異（多くの施設等を所管する一方、限られた自治体
の担当職員数でその役割を適切に果たすことができるために業務負担を軽減させることが重要）

施設監査（※）の効率化等が必要

・効果的な取り
組みを行ってい
る施設は、積極
的に評価し、他
の施設へも紹介
するなど、サー
ビスの質の向上
に向けた指導の
手法について工
夫

※「障害者支援施設等に係る指導監査について」（H19.4.26 障発0426003 障害保健福祉部長通知）に規定する一般監査）

（資料１）
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（５）実地指導に係る文書量削減に向けた取組案について 

（効果的な実地指導の実施） 

  「2040 年を展望した社会保障・働き方改革本部」が令和元年 5 月に示し

た「医療・福祉サービス改革プラン」では、「障害福祉サービス事業所に対

して国及び自治体が求める文書や、事業所が独自に作成する文書の見直しを

進め、文書量の削減に取り組む」とされている。 

 

 このため、厚生労働省においては本年度の障害総合福祉推進事業において、

文書量削減に関する調査研究を行っているところであるが、これらの調査研

究結果等も踏まえ、今後、実地指導に関して、資料２の内容の所要の見直し

を予定しているので御了知願いたい（通知の発出予定、別添参考資料２参照）。 

 

 当該通知内容については、一定期間を経て自治体等アンケートを行い、さ

らなる改善を図ることを検討しているが、各自治体においては、当該通知を

踏まえた指導の実施とともに、課題や改善方策についても把握願いたい。 

 

２「標準確認項目」「標準確認文書」
の設定等

３実地指導の所要時間の短縮

１実地指導の頻度（指導監査の重点化）

４同一所在地等の実地指導の同時実施

５関連する法律に基づく指導・監査
の同時実施

６運用の標準化

７実地指導における文書の効率的活用
（提出資料の簡素化等）

利用者の保護

・原則として「標準確認項目」以外の項目の確認は行わず、「標準確認文書」で確認することを
基本とする。（参考：指定基準の確認項目の削減率 ①居宅介護 約▲３割、②地域定着支援 ▲４割）
（注）なお、詳細な確認が必要と判断する場合は、標準確認項目及び標準確認文書に限定しない。

・また、確認文書については基本的にＰＣ保管（電子保存）の資料は事業所のＰＣ画面上で書類
を確認するなど、事業所に配慮した確認方法に留意することとする。

効率化・標準化案等の内容

・標準確認項目を踏まえて実地指導を行うことで、一の事業所あたりの所要時間の短縮を図り、
１日複数の実地指導を実施

・施設・事業所ともに概ね３年に１度実施することを基本としつつ、今回の効率化策等を図っても
なお十分な頻度が確保できない自治体は、新たに過去の実地指導等において特に問題がないと
認められる施設・事業所は集団指導のみ等とすることも可能とする。

・一方、ガバナンス等に大きな問題があると認められる施設・事業所に対しては、例えば毎年度
実施するなど、実地指導の重点化を図る。

・同一所在地や近隣の事業所に対しては、適宜事業者の意向も勘案の上、できるだけ同日又は連続
した日程で実施することとする。

・関連する法律に基づく指導・監査等との合同実施については、適宜事業者の意向も勘案の上、
同日又は連続した日程での実施を一層推進する。

・実施通知は遅くとも実施の１ヶ月前まで（可能な限り１ｹ月以上前まで）に通知するとともに、
当日の概ねの流れもあらかじめ示すものとする。

（注）事前に通告を行うことなく実地指導等を実施することが必要な場合を除く。
・利用者の記録等の確認は原則３名までとする。

・確認する文書は原則として実地指導の前年度から直近の実績までの書類とする。
・事前又は当日の提出文書は１部とし、自治体が既に保有している文書の再提出は不要とする。

特に①内容の重複防止（（a）事前提出資料と当日確認資料の重複、（b）法人内で同一である
書類の事業所ごとの重複提出等）や、②既提出文書（指定申請等の提出済の書類の再提出等）の
再提出不要の徹底を図る。

効果
サービスの質の確保・向上（よりよいケアの実現）

実地指導の負担軽減策（効率化・標準化等）が必要

より多くの事業所等を実地指導
（※実地指導業務の効率的・効果的実施に資するよう、令和２年度に実地指導業務の留意事項等に関して通知予定）

不適正事案等の防止

障害福祉サービス事業所等に対する実地指導の効率化・標準化（案）の概要（文書量削減に向けた取組関係）
背景

その他の留意事項
・担当者の主観
に基づく指導は
行わない。
・高圧的でない
言動による事業
者との共通認識
に基づく適切な
助言の実施
・事業所管理者
以外の同席も可
能（実情に詳し
い従業者等）
・個々の指導内
容については具
体的な状況や理
由を良く聴取し、
根拠規定やその
趣旨・目的等に
ついて懇切丁寧
な説明
・効果的な取り
組みを行ってい
る事業所は、積
極的に評価し、
他の事業所へも
紹介するなど、
サービスの質の
向上に向けた指
導の手法につい
て工夫

など

②自治体の業務負担や実施状況の差異（事業所が増加等する一方、限られた自治体
の担当職員数でその役割を適切に果たすことができるために業務負担を軽減させることが重要）

①事業所等の業務負担（人材確保が厳しい中で、また専門人材がケア
に集中し、質を確保する等のため、業務負担を軽減させることが重要）

（資料２）
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（参考資料１：障害者支援施設等の主眼事項及び着眼点（改正素案 ））

主 眼 事 項 着 眼 点 根拠法令等

18 177第１ 適切な利用者 施設のサービスについて 個人の尊厳の保持を旨とし 平 厚令、 、

支援の確保 利用者の意向、希望等を尊重するよう配慮がなされてい 第 条第 項3 2
23 63るか。 昭 厚令

施設の管理の都合により、利用者の生活を不当に制限 第 条、第 条2 5
していないか。

18 177１ 利用者支援の （１）給食を実施する場合は、適切な食事を提供するよ 平 厚令

充実 う努められているか。 第 条29
23 63ア 必要な栄養所要量が確保されているか。 昭 厚令

イ 嗜好調査、残食（菜）調査、検食等が適切にな 第 条11
されており、その結果等を献立に反映するなど、

工夫がなされているか。

ウ 利用者の心身の状態に合わせた調理内容になっ

ているか。

エ 食事の時間は、家庭生活に近い時間となってい

るか。

オ 保存食は、一定期間（２週間）適切な方法（冷

凍保存）で保管されているか。また、原材料につ

いてもすべて保存されているか。

カ 食器類の衛生管理に努めているか。

キ 給食関係者の検便は適切に実施されているか。

（２）換気、保温及び利用者のプライバシーの確保に配

慮がなされているか。

（３）衛生的な被服及び寝具が確保されるよう努めてい

るか。

（ ） 、 、４ 個々の利用者の身体状態・症状等に応じて 医師

嘱託医による必要な医学的管理が行われ、看護師等

への指示が適切に行われているか。

18 177（ ） 、 。５ 適宜 レクリエーションの実施等に努めているか 平 厚令

第 条第 項30 1
18 177（６）家族との連携に積極的に努めているか。 平 厚令

また、利用者や家族からの相談に応じる体制がと 第 条第 項30 3
23 63られているか。 昭 厚令

54 61相談に対して適切な助言 援助が行われているか 第 条、第、 。

条、第 条、65
第 条71

（７）実施機関との連携が図られているか。
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主 眼 事 項 着 眼 点 根拠法令等

18 177(８) 利用者に係る給付金として支払いを受けた金銭の 平 厚令

33 2管理が適切に行われているか。 第 条の

23 63昭 厚令

12 2第 条の

18 177(９) 虐待の防止に努めているか。 平 厚令

第 条第 項3 3
23 63昭 厚令

9 2第 条の

（障害者支援施設等固有の利用者支援）

18 177（１）自立訓練（機能訓練 、自立訓練（生活訓練 、 平 厚令） ）

就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たっ 第 条第 項22 2
ては、利用者に対し、自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に

応じた必要な訓練を行っているか。

（２）児童福祉施設においては、児童に対する処遇が適

切になされているか。

23 63ア 基本的生活習慣の自立に向けた取組がなされて 昭 厚令

50 61いるか。 第 条、第

条、第 条、64
第 条71

イ 入院、通院している者の処遇（看護、付添等）

は、適切に行われているか。

ウ 機能訓練（肢体、視覚、聴覚、音声、言語等）

は、適切に行われているか。

23 63エ 心理学的及び精神医学的処遇は、適切に行われ 昭 厚令

55 59ているか。 第 条、第

条、第 条67
オ おこづかい等の使途について、適切な指導が行

われているか。

カ 学校教育法による就学の配慮がなされている

か （就学準備、通学方法、ＰＴＡ活動など）。

キ 施設内指導は、適切に行われているか。

（補習、就学猶予・免除者に対する指導など）

18 177２ 利用者の生活 施設設備等生活環境は、適切に確保されているか。 平 厚令

環境等の確保 ア 利用者が安全・快適に生活できる広さ、構造、設 第 条10
23 63備となっているか。 昭 厚令

48 57また、障害に応じた配慮がなされているか。 第 条、第

イ 居室等が設備及び運営基準にあった構造になって 条、第 条、62
いるか。 第 条68

ウ 居室等の清掃、衛生管理、保温、換気、採光及び

照明は適切になされているか。

- 15-



主 眼 事 項 着 眼 点 根拠法令等

３ 自立、自活等 利用者個々の状況等を考慮し、サービスの種別ごとの

への支援援助 特性に応じた自立、自活等への援助が行われているか。

18 177（１）生活介護又は就労移行支援における生産活動の機 平 厚令

会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及び 第 条23
サービスの受給状況等を考慮して行うように努め、

生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその

者に過重な負担とならないように配慮する等適切な

措置を講じているか。

18 177（２）生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型に 平 厚令

おいて行われる生産活動に従事している者に、当該 第 条24
生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型ごと

に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る

事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工

賃として支払っているか。

18 177（３）就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の提供にあた 平 厚令

って、公共職業安定所等の関係機関と連携して、利 第 条25
用者の意向及び適性を踏まえて実習の受入先を確保

し又は確保に努めているか。

18 177（４）就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の提供にあた 平 厚令

って、公共職業安定所での求職の登録その他の利用 第 条26
者が行う求職活動を支援し又は支援に努めるととも

に、関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に

応じた求人の開拓に努めているか。

18 177（５）就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の提供にあた 平 厚令

って、利用者の職場への定着を促進するため、障害 第 条27
者就業・生活支援センター等の関係機関と連携し

て、利用者が就職した日から６月以上、職業生活に

おける相談等の支援を継続し又は継続に努めている

か。

23 63（６）児童福祉施設関係 昭 厚令

51 61学校を卒業した入所児童の適性、能力等に応じた 第 条、第

職業指導が行われているか。 条

第２ 社会福祉施設 健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び

運営の適正実施 能力を有する職員による適切な運営を行うよう努めてい

の確保 るか。
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主 眼 事 項 着 眼 点 根拠法令等

18 177１ 施設の運営管 （１）利用定員及び居室の定員を遵守しているか。 平 厚令

理体制の確立 第 条36
18 177（２）必要な諸規程は、整備されているか。 平 厚令

管理規程、経理規程等必要な規程が整備され、当 第 条6
23 63該規程に基づいた適切な運用がなされているか。 昭 厚令

第 条13
18 177（３）施設運営に必要な帳簿は整備されているか。 平 厚令

第 条8
23 63昭 厚令

第 条14

18 177（４）直接処遇職員等は、配置基準に基づく必要な職員 平 厚令

が確保されているか。 第 条11
昭 厚令 第23 63

、 、49 58条 第 条

63 69第 条、第

条

18 177（５）施設の職員は、専ら当該施設の職務に従事してい 平 厚令

るか。 第 条第 項11 3

18 177（６）施設長に適任者が配置されているか。 平 厚令

5 11ア 施設長の資格要件は満たされているか。 第 条、第

イ 施設長は専任者が確保されているか。 条第 項4
また、他の役職を兼務している場合は、施設の

運営管理に支障が生じないような体制がとられて

いるか。

（７）育児休業、産休等代替職員は確保されているか。

18 177（８）施設設備は、適正に整備されているか。 平 厚令

、 、また、建物、設備の維持管理は適切に行われてい 第 条 第 条4 9
るか。 第 条10

23 63昭 厚令

第 条5
（９）運営費は適正に運用され、弾力運用も適正に行わ 平 社援発第16

れているか （児童福祉施設へ支弁される障害児施 号等。 0312001
設措置費相当額に限る ）。

ア 次の条件が満たされた上で、運営費の弾力運用

が行われているか。

ａ 関係法令に基づく法人及び施設指導監査にお

いて、適正な法人・施設運営が確保されている

と認められること。

ｂ 社会福祉法人会計基準に基づく計算書類が公

開されていること。
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主 眼 事 項 着 眼 点 根拠法令等

ｃ 利用者本位のサービス提供のため、毎年度、

次のいずれかが実施されていること。

・ 苦情解決の仕組みの整備及び第三者委員の

設置が行われているとともに、解決結果等を

定期的に公表。

・ 福祉サービスの第三者評価の受審及び結果

の公表。

また、ｃの要件を満たさない場合の弾力運用

は 「社会福祉法人が経営する社会福祉施設に、

おける運営費の運用及び指導について （平成」

１６年３月１２日障障発第 号等）通知0312002
の（問５）に照らし妥当か。

イ 運用収入の本部会計区分への繰入額は妥当であ

るか。

ウ 各種積立金について、使途及び使用計画が作成

されているか。

また、使途及び使用計画は、実情に則したもの

であるか。

エ 前期未払資金残高及び各種積立金の取崩しにつ

いて、理事会の承認手続や使途は適正なものとな

っているか。

オ 積立金の目的以外の使用について、理事会にお

いて十分審査の上、やむを得ないものとなってい

るか。

カ 運営費の管理、運用は、安全確実でかつ換金性

の高い方法で行われているか。

18 177（10）施設設備を地域に開放し、地域との連携が深めら 平 厚令

れているか。 第 条42

２ 必要な職員の １ 労働時間の短縮等労働条件の改善に努めているか 労働基準法等（ ） 。

19 289確保と職員処遇 ア 労働基準法等関係法規は、遵守されているか。 平 厚告

の充実 イ 職員への健康診断等健康管理は、適正に実施さ

れているか。

なお、前年度又は当該年度において、労働基準

法等関係法令に基づく立入検査が行われている場

合は、当該事項の監査を省略して差し支えない。

（２）業務体制の確立と業務省力化の推進のための努

力がなされているか。

（３）職員研修等資質向上対策について、その推進に努

めているか。

（４）職員の確保及び定着化について積極的に取り組ん
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主 眼 事 項 着 眼 点 根拠法令等

でいるか。

18 177３ 防災対策の充 防災対策について、その充実強化に努めているか。 平 厚令

実強化 ア 消防法令に基づくスプリンクラ－、屋内消火栓、 第 条7
23 63非常通報装置、防炎カ－テン、寝具等の設備が整備 昭 厚令

され、また、これらの設備について専門業者により 第 条6
定期的に点検が行われているか。

イ 非常時の際の連絡・避難体制及び地域の協力体制

は 確保されているか 例えば 風水害の場合 避、 。 、 、「

難準備・高齢者等避難開始 「避難勧告」及び「避」、

難指示（緊急 」等の緊急度合に応じた複数の避難）

先が確保されているか。

ウ 非常災害対策計画は、火災に対処するための計

画のみではなく、火災、水害・土砂災害、地震等の

地域の実情も鑑みた災害にも対処できるものである

か（必ずしも災害ごとに別の計画として策定する必

要はない 。。）

エ 非常災害対策計画には、以下の項目が盛り込まれ

ているか。また、実際に災害が起こった際にも利用

者の安全が確保できる実効性のあるものであるか

（施設が所在する都道府県等で防災計画の指針等が

示されている場合には、当該指針等を参考の上、実

効性の高い非常災害対策計画が策定されている

か 。。）

【具体的な項目例】

・障害者支援施設等の立地条件（地形 等）

・災害に関する情報の入手方法（ 避難準備情報」等「

の情報の入手方法の確認等）

（ 、 、・災害時の連絡先及び通信手段の確認 自治体 家族

職員 等）

・避難を開始する時期、判断基準（ 避難準備情報発「

令」時 等）

・避難場所（市町村が設置する避難場所、施設内の安

全なスペース 等）

・避難経路（避難場所までのルート（複数 、所要時）

間 等）

（ （ 、 ）・避難方法 利用者ごとの避難方法 車いす 徒歩等

等）

・災害時の人員体制、指揮系統（災害時の参集方法、

役割分担、避難に必要な職員数 等）

・関係機関との連携体制
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（参考資料２：指定居宅介護における標準確認項目及び標準確認文書（素案）） 

主眼事項 着 眼 点 根拠法令 確認文書 

第１ 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 人員に関す 

る基準 

１ 従業者の員数 

 

 

 

 

 

 

２ サービス提供

責任者 

 

 

 

 

 

 

 

３ 管理者 

 

 

 

 

 

 

（１）指定居宅介護事業者は、利用者又は障害  

児の保護者の意思及び人格を尊重して、常  

に当該利用者又は障害児の保護者の立場

に立った指定居宅介護の提供に努めてい

るか。 

 

（２）指定居宅介護事業者は、利用者の人権の  

擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置

する等必要な体制の整備を行うとともに、

その従業者に対し、研修を実施する等の措

置を講ずるよう努めているか。 

 

 

 

（３）指定居宅介護の事業は、利用者が居宅に  

おいて自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、当該利用者の身体

その他の状況及びその置かれている環境

に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、

調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等

に関する相談及び助言その他の生活全般

にわたる援助を適切かつ効果的に行うも

のとなっているか。 

 

 

 

 指定居宅介護事業所ごとに置くべき従業者

の員数は、常勤換算方法で、2.5以上となってい

るか。 

 

 

 

 指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者で

あって専ら指定居宅介護の職務に従事するも

ののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサ

ービス提供責任者としているか。（ただし、事

業の規模に応じて常勤換算方法によることが

できる。） 

 

 

 

 指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置いているか。 

（ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障が 

ない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の 

職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の 

法第43条 

 

平18厚令171 
第3条第2項 

 

 

 

 

平18厚令171 
第3条第3項 

 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第4条第1項 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第43条 

第1項 

平18厚令171 
第5条第1項 

 

 

 

 

平18厚令171 
第5条第2項 

 

 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第6条 

 

 

 

 

 

居宅介護計画 

 

 

 

 

 

研修計画 

研修を実施した

ことが分かる書

類 

責任者を設置し

ていることが分

かる書類 

 

業務日誌 

居宅介護計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務実績表 

出勤簿（タイムカ

ード） 

勤務体制一覧表 

従業員の資格証 

 

サービス提供責

任者の勤務形態

が分かる書類 

勤務実績表 

出勤簿（タイムカ

ード） 

勤務体制一覧表 

従業員の資格証 

 

管理者の勤務形

態が分かる書類 

勤務実績表 

出勤簿（タイムカ

ード） 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 確認文書 

 

 

 

 

第３ 運営に関す

る基準 

１ 内容及び手続

の説明及び同意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 契約支給量の 

 報告等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 受給資格の確 

 認 

 

 

 

４ 心身の状況等

の把握 

 

 

事業所、施設等の職務に従事することは差し 

支えない。） 

 

 

 

 

（１）指定居宅介護事業者は、支給決定障害者  

等が指定居宅介護の利用の申込みを行っ

たときは、当該利用申込者に係る障害の特

性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用

申込者に対し、運営規程の概要、従業者の

勤務体制、その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を

記した文書を交付して説明を行い、当該指

定居宅介護の提供の開始について当該利

用申込者の同意を得ているか。 

 

（２）指定居宅介護事業者は、社会福祉法第

77条の規定に基づき書面の交付を行う場

合は、利用者の障害の特性に応じた適切

な配慮をしているか。 

 

（１）指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を

提供するときは、当該指定居宅介護の内

容、契約支給量その他の必要な事項（受給

者証記載事項）を支給決定障害者等の受給

者証に記載しているか。 

 

（２）契約支給量の総量は、当該支給決定障害  

者等の支給量を超えていないか。 

 

（３）指定居宅介護事業者は指定居宅介護の利  

用に係る契約をしたときは、受給者証記載  

事項その他の必要な事項を市町村に対し

遅滞なく報告しているか。 

 

（４）指定居宅介護事業者は、受給者証記載事 

  項に変更があった場合に、（１）から（３） 

  に準じて取り扱っているか。            
 

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供

を求められた場合は、その者の提示する受給者

証によって、支給決定の有無、支給決定の有効

期間、支給量等を確かめているか。 

 

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供

に当たっては、利用者の心身の状況、その置か

れている環境、他の保健医療サービス又は福祉

サービスの利用状況等の把握に努めているか。 

 

 

 

 

法第43条 

第2項 

平18厚令171 
第9条第1項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第9条第2項 

 

 

 

平18厚令171 
第10条第1項 

 

 

 

 

平18厚令171 
第10条第2項 

 

平18厚令171 
第10条第3項 

 

 

 

平18厚令171 
第10条第4項 

 

 

平18厚令171 
第14条 

 

 

 

平18厚令171 
第16条 

 

 

勤務体制一覧表 

従業者の資格証 

 

 

 

 

重要事項説明書 

利用契約書（利用

者または家族の

署名捺印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者に交付し

た書面 

 

 

 

受給者証の写し 

 

 

 

 

 

受給者証の写し 

 

 

市町村報告書 

 

 

 

 

受給者証の写し 

市町村報告書 

 

 

受給者証の写し 

 

 

 

 

サービス担当者

会議記録（利用状

況等が記録され

ている書類） 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 確認文書 

５ 指定障害福祉

サービス事業者

等との連携等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ サービスの提

供の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 利用者負担額

等の受領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を  

提供するに当たっては、地域及び家庭との  

結びつきを重視した運営を行い、市町村、

他の指定障害福祉サービス事業者等その

他の保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めてい

るか。 

 

（２）指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の  

提供の終了に際しては、利用者又はその家  

族に対して適切な援助を行うとともに、保  

健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めているか。 

 

 

（１）指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を  

提供した際は、当該指定居宅介護の提供

日、内容その他必要な事項を、指定居宅介

護の提供の都度記録しているか。 

 

（２）指定居宅介護事業者は、（１）の規定に  

よる記録に際しては、支給決定障害者等か  

ら指定居宅介護を提供したことについて

確認を受けているか。 

 

（１）指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を  

提供した際は、支給決定障害者等から当該  

指定居宅介護に係る利用者負担額の支払

を受けているか。 

 

（２）指定居宅介護事業者は、法定代理受領を  

行わない指定居宅介護を提供した際は、支  

給決定障害者等から当該指定居宅介護に

係る指定障害福祉サービス等費用基準額

の支払を受けているか。 

 

（３）指定居宅介護事業者は、（１）及び２)

の支払を受ける額のほか、支給決定障害

者等の選定により通常の事業の実施地域

以外の地域において指定居宅介護を提供

する場合に、支給決定障害者等から受け

ることのできる、それに要した交通費の

額の支払いを受けているか。 

 

（４）指定居宅介護事業者は、（１）から（３）  

までに掲げる費用の額の支払を受けた場

合は、当該費用に係る領収証を当該費用の

額を支払った支給決定障害者等に対し交

付しているか。 

平18厚令171 
第17条第1項 

 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第17条第2項 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第19条第1項 

 

 

 

平18厚令171 
第19条第2項 

 

 

 

平18厚令171 
第21条第1項 

 

 

 

平18厚令171 
第21条第2項 

 

 

 

 

平18厚令171 
第21条第3項 

 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第21条第4項 

 

 

 

サービス担当者

会議記録（市町村

や他のサービス

事業者等との連

携状況が記録さ

れた書類） 

 

 

サービス担当者

会議記録（保健医

療または福祉サ

ービス提供者と

の連携状況が記

録された書類） 

 

サービス提供の

記録 

 

 

 

サービス提供の

記録 

 

 

 

請求書 

領収書 

 

 

 

請求書 

領収書 

 

 

 

 

請求書 

領収書 

 

 

 

 

 

 

領収書を交付し

た記録 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 確認文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 介護給付費の

額に係る通知等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 居宅介護計画

の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 緊急時等の対 

応 

 

 

 

11 サービス提供

責任者の責務  

 

（５）指定居宅介護事業者は、（３）の費用に  

係るサービスの提供に当たっては、あらか  

じめ、支給決定障害者等に対し、当該サー

ビスの内容および費用について説明を行

い、支給決定障害者等の同意を得ている

か。 

 

（１）指定居宅介護事業者は、法定代理受領に  

より市町村から指定居宅介護に係る介護

給付費の支給を受けた場合は、支給決定障

害者等に対し、当該支給決定障害者等に係

る介護給付費の額を通知しているか。 

 

（２）指定居宅介護事業者は、法定代理受領を  

行わない指定居宅介護に係る費用の支払

を受けた場合は、その提供した指定居宅介

護の内容、費用の額その他必要と認められ

る事項を記載したサービス提供証明書を

支給決定障害者等に対して交付している

か。 

 

（１）サービス提供責任者は、利用者又は障害  

児の保護者の日常生活全般の状況及び希

望等を踏まえて、具体的なサービスの内容

等を記載した居宅介護計画を作成してい

るか。 

 

（２）サービス提供責任者は、居宅介護計画を  

作成した際は、利用者及びその同居の家族  

にその内容を説明するとともに、当該居宅  

介護計画を交付しているか。 

 

（３）サービス提供責任者は、居宅介護計画作  

成後においても、当該居宅介護計画の実施  

状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅  

介護計画の変更を行っているか。 

 

（４）居宅介護計画に変更があった場合、（1）
及び（2）に準じて取り扱っているか。 

 

 

 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行って

いるときに利用者に病状の急変が生じた場合

その他必要な場合は、速やかに医療機関への連

絡を行う等の必要な措置を講じているか。 

 

サービス提供責任者は、９に規定する業務の

ほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介

 

平18厚令171 
第21条第5項 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第23条第1項 

 

 

 

 

平18厚令171 
第23条第2項 

 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第26条第1項 

 

 

 

 

平18厚令171 
第26条第2項 

 

 

 

平18厚令171 
第26条第3項 

 

 

 

平18厚令171 
第26条第4項 

 

 

平18厚令171 
第28条 

 

 

 

平18厚令171 
第30条第3項 

 

重要事項説明書 

利用契約書（利用

者または家族の

署名捺印） 

 

 

 

通知の写し 

 

 

 

 

 

サービス提供証

明書の写し 

 

 

 

 

 

 

居宅介護計画 

アセスメント及

びモニタリング

を実施したこと

が分かる記録 

 

居宅介護計画（利

用者または家族

の署名捺印）及び

交付した記録 

 

居宅介護計画（利

用者または家族

の署名捺印） 

 

 

居宅介護計画（利

用者または家族

の署名捺印） 

 

緊急時対応マニ

ュアル 

サービス提供記

録 

 

利用申込み時の

記録 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 確認文書 

 

 

 

 

 

12 運営規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 勤務体制の確

保等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 掲示 

 

 

 

 

 

15 秘密保持等 

 

 

 

 

 

 

護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する

技術指導等のサービスの内容の管理等を行っ

ているか。 

 

 

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所

ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要

事項に関する運営規程を定めてあるか。 

 ① 事業の目的及び運営の方針 

 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 ③ 営業日及び営業時間 

 ④ 指定居宅介護の内容並びに支給決定障 
  害 

  者等から受領する費用の種類及びその額 

 ⑤ 通常の事業の実施地域 

 ⑥ 緊急時等における対応方法 

 ⑦ 事業の主たる対象とする障害の種類を

定めた場合には当該障害の種類 

 ⑧ 虐待の防止のための措置に関する事項  
 ⑨ その他運営に関する重要事項 

 

（１）指定居宅介護事業者は、利用者に対し、  

適切な指定居宅介護を提供できるよう、指

定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務体

制を定めているか。 

 

（２）指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事  

業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従  

業者によって指定居宅介護を提供してい

るか。 

 

（３）指定居宅介護事業者は、従業者の資質の  

向上のために、その研修の機会を確保して  

いるか。 

 

 

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所

の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の

勤務の体制その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を掲示し

ているか。 

 

（１）指定居宅介護事業所の従業者及び管理者  

は、正当な理由がなく、その業務上知り得

た利用者又はその家族の秘密を漏らして

いないか。 

 

（２）指定居宅介護事業者は、従業者及び管理  

者であった者が、正当な理由がなく、その

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第31条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第33条第1項 

 

 

 

平18厚令171 
第33条第2項 

 

 

 

平18厚令171 
第33条第3項 

 

 

 

平18厚令171 
第35条 

 

 

 

 

平18厚令171 
第36条第1項 

 

 

 

平18厚令171 
第36条第2項 

サービス提供内

容を管理してい

ることが分かる

書類 

 

運営規程 

重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業者の勤務表 

 

 

 

 

雇用の形態（常勤

・非常勤）が分か

る書類 

 

 

研修計画 

研修を実施した

ことが分かる書

類 

 

事業所の掲示物 

 

 

 

 

 

従業者及び管理

屋の秘密保持誓

約書 

 

 

 

従業者及び管理

屋の秘密保持誓
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 確認文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 情報の提供等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 苦情解決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密を漏らすことがないよう、必要な措置を

講じているか。 
 

 

（３）指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介  

護事業者等に対して、利用者又はその家族  

に関する情報を提供する際は、あらかじめ  

文書により当該利用者又はその家族の同

意を得ているか。 

 

（１）指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を  

利用しようとする者が、適切かつ円滑に利  

用することができるように、当該指定居宅  

介護事業者が実施する事業の内容に関す

る情報の提供を行うよう努めているか。 
 
（２）指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介  

護事業者について広告をする場合におい

ては、その内容が虚偽又は誇大なものとな

っていないか。 

 

（１）指定居宅介護事業者は、その提供した

指定居宅介護に関する利用者又はその家

族からの苦情に迅速かつ適切に対応する

ために、苦情を受け付けるための窓口を

設置する等の必要な措置を講じている

か。 

 

（２）指定居宅介護事業者は、（１）の苦情を  

受け付けた場合には、当該苦情の内容等を  

記録しているか。 
 

 

 

 

（３）指定居宅介護事業者は、その提供した

指定居宅介護に関し、法第10条第1項の

規定により市町村が行う報告若しくは文

書その他の物件の提出若しくは提示の命

令又は当該職員からの質問若しくは指定

居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類

その他の物件の検査に応じ、及び利用者

又はその家族からの苦情に関して市町村

が行う調査に協力するとともに、市町村

から指導又は助言を受けた場合は、当該

指導又は助言に従って必要な改善を行っ

ているか。 

 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第36条第3項 

 

 

 

 

平18厚令171 
第37条第1項 

 

 

 

 

平18厚令171 
第37条第2項 

 

 

 

平18厚令171 
第39条第1項 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第39条第2項 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第39条第3項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約書 

その他必要な措

置を講じたこと

が分かる文書 

 

個人情報同意書 

 

 

 

 

 

情報提供を行っ

たことが分かる

書類 

 

 

 

事業者のＨＰ画

面・パンフレット

・チラシ 

 

 

苦情受付簿 

重要事項説明書、

契約書、事業所の

掲示物 

 

 

 

苦情者への対応

記録 

苦情を受けたこ

とが分かる資料 

苦情対応マニュ

アル 

 

市町村からの指

導または助言を

受けた場合は改

善したことが分

かる書類 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 確認文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
18 事故発生時の

対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）指定居宅介護事業者は、その提供した指  

定居宅介護に関し、法第 11 条第 2 項の規

定により都道府県知事が行う報告若しく

は指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類そ

の他の物件の提出若しくは提示の命令又

は当該職員からの質問に応じ、及び利用者

又はその家族からの苦情に関して都道府

県知事が行う調査に協力するとともに、都

道府県知事から指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行っているか。 

 

（５）指定居宅介護事業者は、その提供した指

定居宅介護に関し、法第 48 条第 1 項の規

定により都道府県知事又は市町村長が行

う報告若しくは帳簿書類その他の物件の

提出若しくは提示の命令又は当該職員か

らの質問若しくは指定居宅介護事業所の

設備若しくは帳簿書類その他の物件の検

査に応じ、及び利用者又はその家族からの

苦情に関して都道府県知事又は市町村長

が行う調査に協力するとともに、都道府県

知事又は市町村長から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行っているか。 

 

（６）指定居宅介護事業者は、都道府県知事、

市町村又は市町村長から求めがあった場

合には、（３）から（５）までの改善の内

容を都道府県知事、市町村又は市町村長に

報告しているか。 

 

（７）指定居宅介護事業者は、社会福祉法第83  

条に規定する運営適正化委員会が同法第   

85 条の規定により行う調査又はあっせん

にできる限り協力しているか。 

 

（１）指定居宅介護事業者は、利用者に対する  

指定居宅介護の提供により事故が発生し

た場合は、都道府県、市町村、当該利用者

の家族等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じているか。 

 

（２）指定居宅介護事業者は、事故の状況及び  

事故に際して採った処置について、記録し  

ているか。 

 

（３）指定居宅介護事業者は、利用者に対する  

指定居宅介護の提供により賠償すべき事

平18厚令171 
第39条第4項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第39条第5項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第39条第6項 

 

 

 

 

平18厚令171 
第39条第7項 

 

 

 

平18厚令171 
第40条第1項 

 

 

 

 

平18厚令171 
第40条第2項 

 

 

平18厚令171 
第40条第3項 

都道府県からの

指導または助言

を受けた場合は

改善したことが

分かる書類 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県または

市町村からの指

導または助言を

受けた場合は改

善したことが分

かる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県等への

報告書 

 

 

 

 

運営適正委員会

に協力又はあっ

せんしたことが

分かる資料 

 

事故対応マニュ

アル 

都道府県、市町

村、家族等への報

告記録 

 

事故の対応記録 

ヒヤリハットの

記録 

 

再発防止の検討

記録 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 確認文書 

 

 

 

 

 

19 会計の区分 

 

 

 

20 記録の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 共生型障害

福祉サービスに

関する基準  
１ 準用 

 

 

 

 

 

 

第５ 基準該当障

害福祉サービス

に関する基準 

 

１ 従業者の員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故が発生した場合は、損害賠償を速やかに

行っているか。 
 
 

 

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所

ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護

の事業の会計をその他の事業の会計と区分し

ているか。 

（１）指定居宅介護事業者は、従業者、設備、  

備品及び会計に関する諸記録を整備して

あるか。 

 

 

（２）指定居宅介護事業者は、利用者に対する  

指定居宅介護の提供に関する諸記録を整

備し、当該指定居宅介護を提供した日から

５年間保存しているか。 

 

 

  

 

（第 1 の（3）、第２（２、３）及び第 4 を準

用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき  

従業者の員数は、3人以上となっているか。 

 

 

 

 

（２）離島その他の地域であって平成 18 年厚

生労働省告示第540号に規定する「厚生労

働大臣が定める離島その他の地域」におい

て基準該当居宅介護を提供する基準該当

居宅介護事業者にあっては、（１）にかか

わらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置

くべき従業者の員数は、1 人以上となって

いるか。   
 

 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第41条 

 

 

平18厚令171 
第42条第1項 

 

 

 

平18厚令171 
第42条第2項 

 

 

 

 

 

 

平 18 厚令 171 第

43条の4準用（第

4 条第 1 項、第 5
条第 2項、第 6条
並びに第 9条から

第42条まで） 

 

法第30条 

第1項第2号ｲ 

 

 

平18厚令171 
第44条第1項 

 

 

 

 

平18厚令171 
第44条第2項 

平18厚告540 
 

 

 

 

 

 

 

損害賠償を速や

かに行ったこと

が分かる資料（支

払証明書等） 

 

収支予算書・決算

書等の会計が分

かる書類 

 

職員名簿 

設備・備品台帳 

帳簿等の会計が

分かる書類 

 

サービス提供記

録 

 

 

 

 

 

 

業務日誌 

居宅介護計画 

勤務実績表 等 

（同準用項目と

同一文書） 

 

 

 

 

 

 

勤務実績表 

出勤簿（タイムカ

ード） 

勤務体制一覧表 

従業者の資格証 

 

勤務実績表 

出勤簿（タイムカ

ード） 

勤務体制一覧表 

従業者の資格証 
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主眼事項 着 眼 点 根拠法令 確認文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 管理者 

 

 

 

 

 

 

 

３ 運営に関する

基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者  

のうち1人以上の者をサービス提供責任者  

としているか。 

 

 

 

 

 

 

 基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職

務に従事する管理者を置いているか。 

（ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上

支 障がない場合は、当該基準該当居宅介

護事業 所の他の職務に従事させ、又は同

一敷地内に ある他の事業所、施設等の職

務に従事することは差し支えない。） 
 

（第１の（３）及び第４（７の（１）及び８の

（１）を除く。）を準用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第44条第3項 

 

 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第45条 

 

 

 

 

 

 

平18厚令171 
第 48 条第 1 項準

用（第 4条第 1項
及び第 9条から第

43条まで（第11条
から第13条、第15
条、第18条、第20
条、第21条第1項、

第 22条、第 23条
第1項、第24条、

第25条、第27条、

第29条、第32条、

第 34 条及び第 43
条を除く。）） 

 

サービス提供責

任者の勤務形態

が分かる書類 

勤務実績表 

出勤簿（タイムカ

ード） 

勤務体制一覧表 

従業者の資格証 

 

管理者の勤務形

態が分かる書類 

勤務実績表 

出勤簿（タイムカ

ード） 

勤務体制一覧表 

従業者の資格証 

 

業務日誌 

居宅介護 

重要事項説明書 

利用契約書（利用

者または家族の

署名捺印） 等 

（準用項目と同

一文書） 

 

（注）介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い関係は現行どおり（継続検討）。 
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